
弁護士●民法改正では、ビジネスシーンでよく取り扱うにもかかわらず、法律に
規定がなかった制度も明文化されました。まずは「債務引受」です。

社　長●債務引受とは？
弁護士●債務の内容は同一のまま、別の人に引き継がれるということです。例え

ば、元の債務者がＡさんだとして、①Ａさんの代わりにＢさんが債務者
になるパターンと、②Ａさんに加えてＢさんも債務者となるパターンが
あります。①を免責的債務引受、②を併存的債務引受といいます。

社　長●どういう場面で使われるのでしょうか。
弁護士●例えば、飲食店などを閉店するに当たり、借りていた店舗の明渡しをす

ることなく、そのまま「居抜き」で第三者が営業を開始することがあり、
この場合、賃貸借契約に関する債務引受を伴うことが多いのではないで
しょうか。また、Ｍ＆Ａの一つである事業譲渡では、不動産や機械だけ
でなく負債も引き継ぐことがあり、そのような場合にも債務引受が行わ
れます。

社　長●債権者の立場からすると、債務者が知らないうちに変わってしまうこと
があるということなのでしょうか。

弁護士●免責的債務引受は、従来の債務者が免責され、引き受けた人だけが債務
者となる、というもので、債権者にとって大きな影響があります。引き
受けた人に資力がないと債権回収が困難になりますからね。そのため、
債権者と引き受ける人の契約によって行い、債権者が債務者に対して、
その契約をしたことを通知した時に効力が発生するという規定が設けら
れます。

社　長●併存的債務引受はどうなりますか。
弁護士●併存的債務引受では、従来の債務者も免責されず、引き受けた人は、元々

債権関係

の債務者と連帯して同一内容の債務を負担します。一種の保証のような
ものですね。そこで、債権者と引き受ける人の契約だけではなく、債務
者と引き受ける人との契約によってもすることができますが、この場合
は、債権者が承諾をした時にその効力が発生することとなります。

社　長●企業買収は当社も考えていることなので、登場する場面もありそうです。
弁護士●改正によってこれまでの実務が変更される点としては、「相殺禁止範囲」

の見直しも挙げられます。
社　長●相殺はしょっちゅう行っていますよ。
弁護士●現行民法は、不法行為に基づく損害賠償請求権の債務者による相殺を禁

止しています。これは、不法行為の被害者が相殺によって現実に賠償金
を受け取れないことを防ぎ、救済を図るためとされています。

社　長●法律はそこまで考えて作られているのですね。
弁護士●ただ、例えば、物損の交通事故などの場合でも、この規定によって相殺

ができずに不便なこともあるため、「相殺禁止を緩和すべきだ」とも指
摘されていました。

社　長●その場面では、相殺したほうが手っ取り早そうです。
弁護士●今回の改正では、不法行為による損害賠償請求権であっても、「悪意」

に基づかないものは相殺が可能となります。ただし、同じ交通事故の場
面でも、それによって生じた治療費や逸失利益など、人の生存にかかわ
るものについては、現実に支払われる必要性が高いので、やはり相殺禁
止され、相殺はできません。

第８回(最終回) ■債務引受・相殺禁止 弁護士　小島 幸保
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納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

あなたも法定事務のエキスパートに─。

公益財団法人 納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

講義コース

通信コース・e－通信コース・通信セレクト・e－通信セレクト
履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務
講義コース 〈大阪・神戸教室〉（納税協会会員）　65,880円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　76,680円
通信コース・e －通信コース（納税協会会員）　52,920円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員）　10,800円(※）

　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　12,960円(※）

『大阪教室 夜間コース』
開催日時　前期　4月3日(火)～7月10日(火）
　　　　　後期　8月１日(水)～11月6日(火）
※前・後期開催中、4通りでのコース選択（各27日間）が可能です。
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

開催日時　4月4日(水)～7月12日(木)のうち27日間
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　神戸納税協会　研修室
(神戸市中央区中山手通3－12－6）

『神戸教室 夜間コース』

＊平成30年度大阪教室・神戸教室 申込み受付中＊

常時受け付けています。

※　履修科目①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、学習したい科目を１～3科目まで選んでいただけます。

●医療費控除の変更点等を注意喚起

●個別事例編に7問を追加

国税庁

● ｢配偶者の居住権」を新設

　平成30年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成30年2月2日、「地方税法等の一部を改正する法律案」が平成30年2月6日に国会に提出されま
した。例年同様、3月末の法案成立を目指しています。主な改正事項は次のとおりです。

法制審議会

　法務大臣の諮問機関である法制審議会は、相続関係の民法改正の要綱案を取りまとめました。被相続人の死亡後も、配偶者が自宅に住み続けられる
よう「配偶者の居住権」を新設するなど、配偶者の優遇を強化する内容となっています。要綱案の主な内容は次のとおりです。

　国税庁は「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」を公表しました。この中では、医療費控除の変更点や、記載漏れが起こりやす
い事項などについて、注意喚起を行っています。主な内容は次のとおりです。

民法改正の要綱案を取りまとめ

平成29年分の確定申告における留意事項を公表

消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａを追加

　国税庁は消費税の軽減税率導入に先立ち、国民の理解を深めるために、平成28年4月に「消費税の軽減税率に関するＱ＆Ａ」を公表しています。こ
のたびこれを改訂し、個別事例編に7問を追加しました。この中で、区分記載請求書等の記載事項に関する問を追加しています。
　平成31年10月以降は、仕入税額控除の要件として「区分記載請求書等」の保存が要求されます。「区分記載請求書等」には、従来の「請求書等」の
記載事項に加えて、次の事項の記載が必要です。

国税庁

　ただし、販売する商品が軽減税率の適用対象でないものだけであれば、これらの記載は不要であり、従来の「請求書等」の記載事項と同様で構わな
い旨が明記されました。

給与所得控除の引下げ、公的年金等控除の引下げ、基礎控除の引上げ
所得拡大促進税制の見直し

10年間限定で事業承継税制の特例を創設
小規模宅地等の特例の見直し

◆ 軽減税率の対象品目である旨 ◆ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税込）

内　容

｢配偶者の居住権」を新設

項　目

被相続人の死後、遺産分割によって配偶者が自宅に住み続けられなくなることのないように、「配偶者の居
住権」を新設。登記が必要。

配偶者の自宅を遺産分割から
除外

結婚20年以上の夫婦に限り、被相続人から遺贈又は贈与された配偶者の自宅については、遺産分割の対象か
ら除外できるようにする。

仮払い制度の新設 遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が被相続人の預貯金を引き出せる制度を新設。

相続人以外の貢献を考慮 相続人以外の被相続人の親族（子の配偶者等）が、介護等で被相続人に対して貢献がある場合、相続人に金
銭を請求できるようにする。

内　容

医療費控除の変更点

項　目

医療費控除の明細書を提出することで領収書の提出・提示は不要
セルフメディケーション税制との選択適用（減税額のシミュレーションコーナーあり）

マイナンバーの記載 確定申告書の提出時はマイナンバーの記載が必要
提出者本人については本人確認書類の提示又は写しの添付が必要（e-Taxで申告する場合は不要）

漏れがちな記載事項
ネットオークションやフリーマーケットアプリ等を利用した個人取引による雑所得
仮想通貨の取引による雑所得
ふるさと納税の申告

申 告 の 受 付 期 間
所得税等（平成30年2月16日～3月15日）※

個人事業者の消費税（平成30年１月4日～4月2日）
贈与税（平成30年2月１日～3月15日）

※　所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。

債権者

Ａ

Ａは債務から解放される

❶

免責的債務引受
Ｂ

債権者

Ａ

Ａに加えて、Ｂも債務者となる

❷

併存的債務引受
Ｂ

会社法計算書類の
作成実務と記載事例

2018年3月期決算対応の最新版
株主総会招集通知・事業報告・各種計算書類等の作成と開示を多くの事
例とともに具体的かつ網羅的に解説。
東陽監査法人 編 ■A5判592頁／定価：本体 5,000円＋税

実務の流れがしっかりつかめる

相続税における農地・山林の評価
事前調査の方法から申告まで、評価のための実践的なポイントを解説。
農地及び山林の定義などの基礎知識、事前調査や役所調査の進め方の他、
実際の評価についてはケーススタディを豊富に収録。

税理士法人チェスター 編 ■B5判274頁／定価：本体 2,800円＋税

家族信託をもちいた
財産の管理・承継
財産の管理・承継において民事信託を適切に活用するために必要となる、
税務を含む実務上のポイントを解説。遺言代用信託や受益者連続型信託
など、各種スキームによる信託契約作成の留意点を詳解。

弁護士　浅岡輝彦 　　
三井住友信託銀行　佐久間亨 編著 ■A5判264頁／定価：本体 2,600円＋税

中小企業必携

労務対応マニュアル
労働条件や福利厚生・労働災害、ハラスメントなどを含め、採用から労
働契約の終了までの労務問題への対処法を解説。団体交渉や労基署への
対応についても掲載し、中小企業が留意すべきポイントを収録。

リソルテ総合法律事務所 編著 ■A5判304頁／定価：本体 2,500円＋税

双方に過失のある物損事故の場合の損害賠償請求権

現行法では、相殺の処理ができず、双方が現実に支払う必要がある｡

改正法では、相殺禁止の範囲を
① 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
② 人の生命・身体の侵害に基づく損害賠償の債務
➡ 過失による物損については相殺が可能に。

に限定


